
 

 

 

 

 

 

この審議会は、社会教育の振興や公民館の運営、学校・家庭・地域の連携した教
育などに関して、調査・審議し、助言・提言を行っています。 

 

1 人      令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（２年間） 

 

非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等 
に関する条例の規定による 

 

 

社会教育について高い関心をもつ多摩市民で、年６回程度の会議、その他関係
団体の会議・大会・研修会等に出席できる方 
※多摩市民とは、多摩市内に在住・在学・在勤の方。また他の審議会等の委員

になっていない方を対象とします。 

※会議は、開催月の概ね月曜日午後２時から午後４時までを予定 

 

 

『地域でつながるために、社会教育に必要なこと』についての作文を 

ご提出ください（８００字程度、縦Ａ４サイズ・横書き）。 

※作文の最後に氏名(ふりがな)・住所・電話番号・性別・年齢・社会教育に 
関する学習や活動等について略歴を記載。作文等提出書類は返却しません。 

 

 

令和７年１２月２０日（土）までに、多摩市公式ホームページからの専用 
フォーム、または郵送【消印有効】、持参・FAX（平日 8 時 30 分～17 時） 
で応募 

 

 審査の結果は令和８年１月下旬に本人宛に郵送予定 

 

 
【応募・問い合わせ】 

多摩市教育委員会 教育部 教育振興課 社会教育係 

〒206-0025 多摩市永山１-５ベルブ永山３階 
電話番号 042-338-6930／FAX 042-337-6003〔平日 8 時 30 分～17 時〕  

応募専用 
フォーム 

～市民がともに学び育つことについて一緒に考えてみませんか～ 

募集人数 任 期 

報 酬 等 

応募条件 

応募方法 

提出方法 

結果通知 


